
公益社団法人自動車技術会 自動車エンジニアレベル認定規則 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、公益社団法人自動車技術会（以下、「本会」という。）定款第 45 条の規定に基

づき、定款第５条第７号の事業の一つとして行う自動車エンジニアレベル認定に関する事項を定め

ることを目的とする。 

（意義） 

第２条 自動車エンジニアレベル認定は、技術者及び研究者の自動車技術に関する技術レベルを認定

することにより、積極的な能力開発への取組み及び技術者倫理に即した行動を促すとともに、技術者

及び研究者としての矜持を高めるものである。また、これにより学術文化の振興及び産業経済の発展

を図るとともに、技術者及び研究者の育成に貢献するものである。 

（種類） 

第３条 自動車エンジニアレベルは、次の４種類とする。 

(1) JSAE エンジニア 

(2) JSAE シニアエンジニア 

(3) JSAE プロフェッショナルエンジニア 

(4) JSAE フェローエンジニア 

２ 前項第１号及び第２号は、専門領域を付記してもよい。 

３ 前項第３号及び第４号は、専門領域を付記しなければならない。 

（専門領域） 

第４条  前条第１項の専門領域は、処理基準に定めるところによる。 

（ＣＰＤポイント） 

第５条 自動車エンジニアレベルの認定を受けるには、ＣＰＤ（Continuing Professional 

Development）ポイントを取得しなければならない。 

２ ＣＰＤポイントの取得単位及びポイント数は、処理基準に定めるところによる。 

３ ＣＰＤポイント取得のための能力開発の形態及び項目は、次のとおりとする。 

(1) 参加学習型：講演会、シンポジウム等の聴講及び講習会の受講等 

(2) 情報提供型：論文等の発表及び執筆、講演会や講習会、研修会の講師、技術図書の執筆など 

(3) 実務経験型：企業内での研修及び公開される技報・解説誌、特許などの執筆・作成など 

(4) 技術協力型：学会などの会議、委員会などへの参画 

(5) 自己学習型：会誌「自動車技術」の購読、TOEIC など、自身が行う自己研鑽 
 

第２章 申  請 

 

（申請者の要件） 

第６条 第３条第１項の各号に掲げるレベル認定を申請する者の要件は、それぞれ次のとおりとする。

なお、各号に掲げる取得したＣＰＤポイントのうち、本会主催行事及び本会発行出版物による取得

が 50 パーセント以上でなければならない。 

(1) JSAE エンジニア 

実務経験年数が１年以上で、申請日以前の３年以内で２０ＣＰＤポイント以上を取得し

ている者。 



(2) JSAE シニアエンジニア 

JSAE エンジニア取得後３年以上の実務経験を有し、申請日以前の６年以内に１００ＣＰ

Ｄポイント以上を取得している者 

(3) JSAE プロフェッショナルエンジニア 

申請日以前の６年以内に１５０ＣＰＤポイント以上を取得し、 

JSAE シニアエンジニア取得後３年以上の実務経験を有している者。 

なお、「情報提供型」及び「実務経験型」のＣＰＤポイントの合計が５０ＣＰＤポイン

ト以上でなければならない。 

(4) JSAE フェローエンジニア 

申請日以前の６年以内に１５０ＣＰＤポイント以上を取得し、 

JSAE プロフェッショナルエンジニア取得後３年以上の実務経験を有している者。 

なお、「情報提供型」及び「実務経験型」のＣＰＤポイントの合計が７５ＣＰＤポイン

ト以上であること。 

 

２ 前項各号の実務経験年数には、大学院在籍期間を含めることができる。 

３ 第１項各号に掲げるＣＰＤポイントの取得期間中に海外での勤務又は留学がある場合は、当該期

間はＣＰＤポイントの取得期間から除外することができる。 

（申請方法） 

第７条 申請者は、処理基準に定める申請書により技術者育成委員会委員長宛に申請するものとする。 

２申請時には、受付事務処理及び審査などにかかる費用として、処理基準に定めるところにより申請料を支払

わなければならない。ただし、第６条第１項第１号、第2号の申請料は無料とする。 

（申請期間） 

第８条 申請期間は、処理基準に定めるところによる。 

第３章 審  査 

 

（審査方法） 

第９条 審査方法は、次とおりとする。 

(1) JSAE エンジニア 

書面審査による 

(2) JSAE シニアエンジニア 

書面審査による 

(3) JSAE プロフェッショナルエンジニア 

書面審査と、原則として面接審査とによる。 

(4) JSAE フェローエンジニア 

書面審査と、原則として面接審査とによる。 

（審査基準） 

第 10 条 審査基準は、処理基準に定めるところによる。 

（審査会） 

第 11 条 申請者のレベル判定は、前２条に基づき審査会が行うものとする。 

（審査委員） 

第 12 条 技術者育成委員会で審議し、技術者育成委員会委員長が推薦し教育会議議長が委嘱する。 

（レベル判定方法） 



第 13 条 審査会におけるレベル判定には、委員数の２分の１以上の出席を必要とし、代理出席は認め

ない。 

（認定者の決定） 

第 14 条 審査会委員長は、レベル判定結果を直ちに教育会議へ報告するものとし、教育会議はこれを

承認、認定し、表彰会議及び理事会へ報告するものとする。 

 

第４章  守秘義務 

 

（委員の守秘義務） 

第 15 条 審査会の委員ならびに技術者育成委員会委員は、委員として知り得た事柄を他に漏らしては

ならない。 
 

第５章 認  定 

 

（認定証） 

第 16 条 認定者には、本会会長から認定証を授与する。 

２ 認定者は、認定証を受理する際に、処理基準に定めるところにより交付料を支払わなければなら

ない。 

（特典） 

第 17 条 認定者には、次の特典を付与する。 

(1) 本会会員である場合には、専用会員証を交付する。ただし、JSAE エンジニア及び JSAE シニア

エンジニア認定者には交付しない。 

(2) JSAE プロフェッショナルエンジニア及び JSAE フェローエンジニアの認定者には、処理基準に

定めるところにより記念品を授与する。 

(2) 本会ホームページ及び本会会誌「自動車技術」に認定者の氏名を掲載する。 

 

第６章 認定の取消 

 

第 18 条 認定者が、次のいずれかに該当した場合は、認定の取消を行う。 

(1) 認定者が、第３条第１項に掲げる他の技術レベルの認定者となった場合。 

 (2) 能力開発を継続していないことが明らかとなった場合。 

(3) 公益社団法人自動車技術会倫理規定の趣旨に反する行為をした場合。 

２ 認定者は、いつでも取得した自動車エンジニアレベルを返上することができる。 

 

第７章 補則 

 

（処理基準） 

第 19 条 本規則の運営に関し必要な細則については、技術者教育委員会において処理基準を定め、こ

れによるものとする。 

（改廃） 

第 20 条 この規則の改廃は、教育会議の審議を経て、理事会の議決によらなければならない。 

 

 



附則 

１ この規則は、2006年4月1日から施行する。 

２ 第 11 条、第 13 条の変更は 2007 年 10 月 18 日から施行する。 

３ 第 6 条、第 11 条及び第 13 条の変更は 2008 年 10 月 23 日から施行する。 

４ 第 6 条、第 11 条、第 13 条の変更は 2009 年 5 月 1 日から施行する。 

５ 第２条及び第７条からの会員資格条件の廃止、JSAE シニアエンジニアへの申請者増加のた  

 めの第６条第１項第２号の変更並びに第 19 条 2010 年までの暫定措置の廃止は、2011 年 4 月 

 26 日から施行する。（2011 年 4 月 26 日第１回理事会議決） 

６ 第６条第１項の変更は 2014 年 4 月 25 日から施行する。 

７ 第６条第１項第３号及び第４号の変更は 2021 年 7 月 16 日から施行する（2021 年 7 月 16 日 

 第６回理事会決議） 

８ 第 14 条の変更は 2023 年 1 月 27 日から施行する（2023 年 1 月 27 日第４回理事会決議） 

 


